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令和６年度 入札監視委員会議事概要

九州防衛局

開催日及び場所 令和６年６月５日（水）福岡第２合同庁舎２階 共用第２･３会議室

委 員 牧角 龍憲（大学名誉教授） 松藤 泰典（大学名誉教授）

諏佐 マリ（大学准教授） 柴田 祐二（公認会計士）

Ⅰ 地方防衛局等が発注する建設工事等に関する審議

審 議 対 象 期 間 令和６年１月１日 ～ 令和６年３月３１日

審 議 対 象 件 数 ６９件

１．入札状況について（入札参加資格の設定及び落札者決定の経緯等について）

抽 出 件 数 ４件 （審議概要）

１ 建設工事等発注実績について
一 般 競 争 ２件 ２ 指名停止の措置状況について
( 基 準 額 以 上 )

建 ３ 談合疑義案件情報について
設 一 般 競 争 ０件 ４ 低入札価格調査情報について
工 ( 基 準 額 未 満 )

事 ５ 抽出事案について

随 意 契 約 ２件

建設コンサルタント業務等 ０件

意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの 【建設工事等発注実績について】

意見・質問 特に意見なし

○ それに対する 【指名停止の措置状況について】

回答等 特に意見なし

【談合疑義案件情報について】

該当案件なし

【低入札価格調査情報について】

特に意見なし
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの 【抽出事案について】

意見・質問 １［佐賀（５）駐屯地新設土木その

他工事（技術協力業務対象工事

○ それに対する （その５））］（随意契約）

回答等 ２［佐賀（５）駐屯地新設土木その

他工事（技術協力業務対象工事

（その６））］（随意契約）

・ その１からその４まで含め、ど ・ 駐屯地内と駐屯地外の工事に大

のような工事が含まれているの 別される。

か。 その１、その２、その３及びそ

の５工事が駐屯地の中の工事であ

り、その１及びその２工事が造成

工事等の準備段階の工事となり、

その３及びその５工事が庁舎等の

建築工事である。

また、その４及びその６工事が

駐屯地外の工事となり、２つの樋

門からの排水工事である。

・ どのようにして価格交渉を行っ ・ 各工事の契約に先立ち、技術協

たのか。 力業務に係る手続開始の公示を行

い、優先交渉権者を決定した。

その優先交渉権者から提出され

た見積書について、その１からそ

の６それぞれの工事において、各

工種毎に３回程度の価格交渉を行

ったところである。

積算・施工条件及び方法、積算

数量並びに積算基準、材料見積単

価について、適正な根拠が添付さ

れているかを確認し、また、発注

者側の積算金額と著しい乖離が無

いかどうかを確認したうえで価格

交渉を行い、その結果を学識経験

者に報告したところである。

・ 技術協力業務に係る技術提案の ・ 今後、同様の工事を発注する際

審査について、主たる技術課題の には、配慮していきたい。

１つとして「軟弱地盤上に整備す

る駐機場等の工事における施工期

間の短縮」とあるが、地盤の液状

化への対応についても技術課題の

１つとして設定し、安全性に配慮

した施工としても良かったのでは
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの ないかと考えられる。

意見・質問

・ 技術提案・交渉方式（以下「Ｅ ・ 優先交渉権者の選定の経緯等に

○ それに対する ＣＩ方式」という。）における優 ついては、九州防衛局ホームペー

回答等 先交渉権者の選定については、選 ジ等において公表しているところ

定した経緯や根拠等を整理する必 である。

要があると考えられる。

・ ＥＣＩ方式における優先交渉権 ・ 承知した。

者の選定にあたっては、評価基準

といった明確な根拠を整理したう

えで、中立性・公平性を確保して

選定している事実を丁寧に説明し

ていく必要がある。

今後のＥＣＩ方式における発注

の際は、このことを留意していた

だきたい。

３［小倉（５）空調機更新機械その

他工事］（一般競争入札（基準

額以上））

・ １者応札となった理由を説明し ・ 本工事には２者が入札参加予定

ていただきたい。 であったが、入札辞退した者に辞

退理由を聞いたところ、配置予定

だった技術者が別の工事に専任と

して配置されたため、結果的に１

者応札となったものである。

・ 本工事を含む５件の工事を一括 ・ 本工事の内容は、各駐屯地内の

審査方式で発注した理由を説明し 空調機を更新する工事であり、そ

ていただきたい。 れぞれの工事規模が１０億円前後

と大規模なものとなったため、大

手のサブコンが入札参加すること

を想定し、参加資格審査のための

技術資料や技術提案書の作成を共

通化して、落札可能件数を制限し

ない一括審査方式としたものであ

る。

・ 一括審査方式を採用するうえ ・ 特に技術提案を伴う案件の場

で、発注者側のメリットを説明し 合、公平性を確保する観点から、

ていただきたい。 発注の都度技術提案の評価テーマ

を変更する必要があるが、一括審

査方式の場合はあくまで入札公告
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの １件分となるので、発注者側とし

意見・質問 ては、共通した評価テーマとする

ことが可能であると考えられる。

○ それに対する

回答等 ・ 当該工事の入札説明書を確認す ・ 談合等の影響もあり、当面の間

ると、入札書受領期限が令和６年 は入札書受領期限後、発注者側で

１月１１日で、開札日が令和６年 積算し予定価格を算出するための

１月３０日と、若干の間隔がある 期間を確保するため、２０日程度

が、その理由を説明していただき の期間を置いている。

たい。

・ 空調機のような既製品の取付が ・ 承知した。

工事内容の大半を占めると、業者

によってはその既製品を安価に調

達することが可能となる。

そのため、結果的に調査基準価

格を下回ることになり、このこと

が入札参加者を敬遠させる要因に

もなり得るので、何らかの方法を

検討していただきたい。

４［種子島（Ｒ５）管理事務所等新

設建築工事］（一般競争入札

（基準額以上））

・ 工事内容を説明していただきた ・ 種子島においての管理事務所及

い。 び自衛隊員とその家族が居住する

宿舎を整備するものである。

・ １者応札になった理由を説明し ・ 民間工事を含め、九州において

ていただきたい。 大型工事が活況であり、また、全

国的に技術者不足が深刻化してい

ることにより、結果的に１者応札

になったのではないかと考えられ

る。

・ 高い落札率となった理由を説明 ・ 本工事においては、入札参加者

していただきたい。 から見積書を聴取し、その見積の

妥当性を確認したうえで、単価を

官側で行う積算に反映することで

予定価格を作成する見積活用方式

を採用しており、前述のとおり入

札参加者が１者のみだったため、

予定価格はその者の見積書を基に

算出することとなることから、結
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意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの 果的に入札金額が予定価格と近似

意見・質問 することとなったと考えられる。

○ それに対する ・ １者応札の防止など、競争性を ・ 業界団体に対し、どのような工

回答等 高めるための何らかの方策は実施 事の発注予定があるのかといった

しているのか。 情報提供を逐一行っており、ま

た、競争参加資格要件の緩和とい

ったことも行っている。

制度面でも、参加資格として求

める実績要件の緩和にも努めてい

るところである。

・ 種子島島内にも建設会社が存在 ・ 当該年度に種子島島内の別の建

するが、見積活用方式を採用した 築工事において不調が発生し、予

理由を説明していただきたい。 定価格と大きな乖離が生じていた

ことから、見積活用方式を採用し

ている。

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容

備 考 令和５年度第４回の入札監視委員会において、低入札価格調査時に提出

させる財務諸表等の確認事項に関する助言があったため、どのような場合

にどのような事項を具体的に確認するかの回答を行った。
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２．談合疑義案件の処理状況について

談 合 疑 義 件 数 ０件 （審議概要）

工
談 合 情 報 ０件 なし

事
点検結果疑義 ０件

業
談 合 情 報 ０件

務
点検結果疑義 ０件

意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの なし

意見・質問

○ それに対する

回答等

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容

３．入札結果の事後的・分析結果について（公正入札調査会議への報告内容の確認等）

・契約件数と落札率、応札率の分析

審 議 概 要 ・契約件数と一位不動・順位不動の分析

・低入札、不調、不成立事案の分析

意 見 ・ 質 問 回 答

○ 委員からの なし

意見・質問

○ それに対する

回答等

委員会による意見の なし

具申又は勧告の内容


